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中間とりまとめ 
（報告） 

 

 

 
※公民館における地域コミュ 

 ニティ支援機能について 

（現状報告） 

提
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今後の検討課題 
 
※今後の進め方 
 
※将来像や具体的な先

導的事業について検討 

最
終
提
言
と
り
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と
め 

最終提言に向けて協議 提
言 

（１０月以降） 



　　　　
資料４

第９次福岡市基本計画（目標２ さまざまな支え合いとつながりができている） 
・市民の身近な地域の課題やまちづくりに主体的に関わっており，公民館な

どの地域コミュニティ活動の場が有効に活用され，多くの市民によるさま

ざまな活動が行われています。 
・交流と対話により，人と人とのつながりが育まれ，さまざまな人々が，共

に支え合いながら元気に安心して暮らしています。 
・地域コミュニティ，NPO，ボランティア，企業，行政など様々な主体が，

それぞれの知恵やノウハウなどを持ち寄って共働しており，その相乗効果

によってさまざまな社会課題を解決しています。 
  

コミュニティの将来像 

検討委員会の中間とりまとめ 

今後の検討項目（案） 

集合住宅 

・ ・ ・ ・ など 

地域のまち・絆づくり検討委員会 アウトプットイメージ 

最終提言（イメージ） 

地域コミュニティの姿 

取り組み 

先導的な取り組み例 
○ 

○ 

○ 

防災・防犯 

○地域コミュニティの運営基盤の強化 
①地域活動への参加者の増 
②地域役員等の担い手づくり 
③地域活動への負担の軽減 

○住民主体のまちづくり 
①自分の地域やコミュニティ活動への関心 
②幅広い多くの地域住民の意見等の反映 
③地域の実情・特色に応じたコミュニティ活動や運営 

○強い絆の地域づくり 
①今後の社会状況の変化（超高齢社会等）についの住民の理解促進 
②自治会・町内会など小さなコミュニティから広がる強い絆の地域づくり 
③地域住民の交流の「場づくり」等の推進 
④各団体間のさらなる連携強化 

地域活動への企業参加 
（ＩＣＴやコミュニティビジネスなど） 

校区課題や 
目標の共有 

地域カフェ 

○地域コミュニティの運営基盤の強化 

○住民主体のまちづくり 

○強い絆の地域づくり 

地域コミュニティの 
あり方や役割分担 

子ども・ 
世代間交流 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    その他 SNS（facebook）により情報を発信。 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公民館における地域コミュニティ支援機能 

２ 公民館における地域コミュニティ支援機能 
 

生涯学習支援機能 

社会教育法に基づき，教育，学術，文化に関する各種事業の実施により住民の教養の向上

等を図り，生活文化の振興，社会福祉の増進に寄与する施設 

地域コミュニティ支援機能 

福岡市公民館条例により公民館業務に「地域コミュニティ活動支援」を位置付け，地域の

コミュニティづくりの「核」となる施設 

１ 公民館の役割 

公民館は，市民に最も身近な行政機関として地域のコミュニティづくりの「核」となるた

め，地域団体への支援や地域交流の“場”を提供している。 

市民の自主的な 
 

自治協議会(事務スペ－ス)，老人クラブ，体育振興会，こども

会，青少年育成連合会，人権尊重推進協議会などの活動の場 

地域交流，文化， 
スポーツ活動の場 館内サークル活動，文化祭，夏祭り，地域カフェ等の開催の場 
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地 域 団 体 

へ の 助 言 等 

 

公民館職員は，地域団体に対し，事業企画等に関する助言を行ったり，

館区内の地域団体と行政機関等との連絡調整を行ったりしている。 

地域活動ボラン
ティア養成講座 

地域活動の担い手を育成するため，様々な取組事例をあげながら，

地域の実態に応じたボランティア活動への広がりを図る。 

地域リーダー 
育 成 講 座 

地域コミュニティづくりの担い手の育成や人材の発掘等を目指し，

地域の課題把握に関する学習機会を提供する。  

地域人材発掘・ 
育成支援事業 
（Ｈ２４～） 

自治協議会，行政と緊密に連携して，現役を退いた団塊の世代や地

域ボランティアを目指す人，子育て終了者（PTA 活動経験者）な

どを対象にリーダー研修や講習会を実施し，住民主体の街づくりの

担い手の発掘・育成を図る。 

人
材
育
成
・
人
材
発
掘 

主
催
事
業
に
よ
る
支
援 

公民館だより 

全ての公民館で月 1 回発行し，地域へ配布。 

公民館の主催事業や地域ボランティアによる行事，地域団体の行事の

お知らせや館内サークルの開催スケジュール等を掲載。 

公民館ブログ 

平成 27 年５月現在，40 館が開設。（全体の約 27％） 

イベントの案内や実施事業の報告，自治協議会や館内サークルのお知

らせ等を掲載。 

 

 

 

〈具体例〉 

○子どもの健全育成関連事業 

三世代（老人クラブ，町内会，こども会）での海岸清掃，公民館での宿泊研修等 

○地域コミュニティ支援事業 

傾聴入門講座（講座終了後，受講生による傾聴ボランティア発足） 

テーマ別ゼミ（コーヒーの淹れ方や甘酒学習会等，事業を通して地域とつながるき

っかけを作る） 

○地域の実態に即した事業・社会の動向に対応した事業 

熟年大学（高齢者の生きがいづくりの提供），安全・安心まちづくり講座（防犯教室

や，自主防災訓練等の安全，安心に関する学習講座）等 

公民館は主催事業を企画し，実施することを通して，コミュニティ活動の活性化や地

域課題の解決を支援している。 

施設（場）の提供 

情報の発信 

人的支援 

応 援 事 業 
（Ｈ２６～） 

自治会長・町内会長同士や公民館長との交流を図り，地域課題や課

題解決の成功事例などを共有し，解決策を見出す機会となる事業を

実施する。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 （参考）公民館の変遷（コミュニティ支援機能の強化） 

社会教育施設としての位置づけ                           

社会教育法に基づき，教育，学術，文化に関する各種事業の実施によ

り住民の教養の向上等を図り，生活文化の振興，社会福祉の増進に寄

与する社会教育施設として運営。 

「コミュニティづくりへの支援」の必要性                   

福岡市社会教育施設調査研究委員会において，公民館の見直し事項の

一つとして「コミュニティづくりへの支援」が提言された。 

公民館の 150 坪化                              

地域コミュニティ活動を促進するため，公民館の延床面積を 150 坪  

（496 ㎡）に整備。 

地域コミュニティ支援機能の明確化                          

福岡市公民館条例の一部を改正し，公民館の設置目的として「地域コ

ミュニティ活動の支援」を規定。 

公民館のコミュニティ支援体制の強化                      

公民館を教育委員会から各区に移管し，コミュニティづくりの「核」

となる施設として，区役所と一体となってコミュニティ支援を進める。 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
支
援
機
能
の
強
化 
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